
船舶事故等調査報告書 

平成２７年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１５函第５号 

事故等種類 定置網損傷 

発生日時 平成２６年１１月１８日 ０６時００分ごろ 

発生場所 北海道枝
え

幸
さし

町枝幸港南東方沖 

北見枝幸港島防波堤灯台から真方位１０４°１,６００ｍ付近 

（概位 北緯４４°５５.５９′ 東経１４２°３７.２１′） 

事故等調査の経過 平成２７年１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第三十六上
じょう

星
せい

丸、１９トン 

２８２－１５８１６三重、三和建工株式会社 

Ｂ 起重機船 飛
ひ

龍
りゅう

、約１,８９５トン 

なし、三和建工株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

定置網 沖胴網、敷設用ロープ等に破断 

 事故等の経過 Ａ船は、船長が１人で乗り組み、船首部をＢ船の船尾凹部にかん合

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構成し、Ｂ船に作業員

３人を乗せ、枝幸港に向けて西北西進した。 

Ａ船押船列は、枝幸港南東方沖を航行中、船長が、Ｂ船上の作業員

から横に網が見えるとの報告を受けたので、平成２６年１１月１８日

０６時００分ごろ右舵一杯に続いて左舵一杯を取ったところ、衝撃等

を感じなかったので網を回避したものと思い、航行を続けた。 

船長は、枝幸港に入港後、漁業協同組合に呼ばれ、枝幸港南東方沖

に設置された定置網に乗り入れて同網を損傷させたことを知った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

日出時刻：０６時３０分 

 その他の事項 船長は、何度か枝幸港沖を航行した経験があったが、同港に入港す

るのは初めてであった。 

船長は、北海道沿岸に定置網が設置されていることを知っていた

が、枝幸港へ入港するに当たり、事前に元請け会社に問い合わせたと

ころ、情報がなかったので、枝幸港沖に定置網は設置されていないも

のと思っていた。 



定置網には、沖側に５個の標識が設置され、最も北側の標識には点

滅灯が取り付けられていたが、船長は、標識及び点滅灯に気付かなか

った。 

本船は、漁具定置箇所一覧図を備えていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船押船列は、枝幸港南東方沖を西北西進中、船長が、枝幸港沖に

定置網はないものと思い、前方の見張りを適切に行っていなかったこ

とから、同港南東方沖に設置された定置網に向かう針路で航行してい

ることに気付かず、定置網に進入して同網が損傷したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船押船列が、枝幸港南東方沖を西北西進中、船

長が、枝幸港沖に定置網はないものと思い、前方の見張りを適切に行

っていなかったため、同港南東方沖に設置された定置網に向かう針路

で航行していることに気付かず、定置網に進入したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・初めて入港する港については、事前に関係先から情報を入手する

とともに、漁具定置箇所一覧図を入手し、定置網の設置箇所を確

認しておくこと。 

 


